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三
月
定
例
市
議
会
で
は
新
年
度
予
算
を
審
議
し

ま
し
た
。
一
般
会
計
の
予
算
額
は
二
百
四
十
一
億

七
百
万
円
で
、
前
年
度
当
初
に
比
べ
て
五
億
四
千

四
百
万
円
、
二･

三
％
増
加
し
ま
し
た
。
特
別
会

計
を
含
む
全
会
計
の
予
算
額
は
、
四
百
三
十
九
億

九
千
六
百
五
十
七
万
五
千
円
で
、
前
年
度
当
初
に

比
べ
て
八
億
八
千
三
百
万
円
、
二
・
〇
％
増
加
し

て
い
ま
す
。

　

平
成
二
十
七
年
度
予
算
に
は
、
五
泉
小
学
校
と

五
泉
中
学
校
の
大
規
模
改
造
の
継
続
に
加
え
、
村

松
小
学
校
屋
内
運
動
場
の
大
規
模
改
造
に
着
手
す

る
と
と
も
に
、
総
合
会
館
管
理
棟
建
設
の
実
施
設

計
や
、
五
泉
駅
周
辺
整
備
事
業
の
市
道
と
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
整
備
に
着
手
す
る
予
算
な
ど
が

計
上
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

平
成
二
十
七
年
度
は
旧
五
泉
市
と
旧
村
松
町
が

合
併
し
て
十
年
目
に
あ
た
り
ま
す
。
節
目
を
迎
え

た
五
泉
市
の
、
平
成
二
十
七
年
度
が
ス
タ
ー
ト
し

ま
し
た
。

議
長
室
か
ら

議
　
長

　
林
　
　
　
茂
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平成27年 第１回

３月 63議案を審議しました

定例会 　平成27年第１回３月定例会が３月２日に招集され、３

月23日まで22日間の会期で開催されました。

　２日は議員発議８件の審議を行い、４日には補正予算

などの審議に続いて市長の施政方針説明がありました。

４日から５日にかけては12人の議員が一般質問を行い、

当局の考えを質しました。11日から13日までは常任委員

会が開催され、付託された38件の議案と１件の請願を審

査しました。23日は各常任委員長の審査報告に引き続き、

付託議案等39件及び追加議案等６件の採決を順次行った

結果、当局提案の条例改正案１件を修正可決し、他の案

件は原案のとおり可決して閉会しました。

３月　２日(月)

　　　４日(水)

　　　５日(木)

　　　11日(水)

　　　12日(木)

　　　13日(金)

　　　23日(月)

本会議（開会、会期決定、議長報告、議員発議等審議）

本会議（委員会調査報告、議案審議、市長市政方針説明、一般質問）

本会議（一般質問、議案上程、質疑、委員会付託）

総務文教常任委員会、市民厚生常任委員会、建設産業常任委員会

総務文教常任委員会、市民厚生常任委員会、建設産業常任委員会

総務文教常任委員会、市民厚生常任委員会

本会議（委員会審査報告、質疑、採決、議案審議、閉会）

　３月定例会の日程

月　日 内　　　　容
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提
出
者

審　　議　　案　　件
審査した 
委員会 

※1

本会議
議　決 
結　果

概　　　　　　　　　　　　　　要

市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長

議第１号
専決処分の報告承認について
〔平成26年度五泉市一般会計補正予
算（第13号）〕

承認

既決予算総額に604万円を追加し、歳入歳出予算総額を250億2,823
万７千円とするものです。歳入は寄附金で、ふるさと応援寄附金の
追加です。歳出は総務費のふるさと応援寄附金記念品代と土木費の
除雪事業費の追加が主な内容です。

議第２号
専決処分の報告承認について
〔平成26年度五泉市一般会計補正予
算（第14号）〕

承認

東京高等裁判所から、安中聡議員の市を被告とした控訴状が届いた
ため、応訴に必要な弁護士費用を専決処分しました。既決予算総額
に変更はなく、総務費に弁護士応訴委託料22万７千円を追加し、予
備費で調整したものです。

議第３号
川内辺地に係る総合整備計画の策
定について

総務文教 可決
平成27年度から29年度の間に川内地域で計画している道路改良事
業、消防施設整備事業を、財政上の支援が受けられる辺地対策事業
債を活用して行なうため、計画を策定するものです。

議第４号
戸倉辺地に係る総合整備計画の変
更について

総務文教 可決
計画計上済の戸倉地域における簡易水道施設整備事業の事業費を増
額し、計画期間を２年間延長するものです。

議第５号
大蒲原辺地に係る総合整備計画の変
更について

総務文教 可決
計画計上済の大蒲原地域における簡易水道施設整備事業の事業費を
増額し、計画期間を２年間延長するものです。

議第６号

地方教育行政の組織及び運営に関
する法律の一部を改正する法律の
施行に伴う関係条例の整備等に関
する条例の制定について

総務文教 可決
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が
平成27年４月１日から施行されることに伴い、関係する条例の廃止
２件及び一部改正６件を一括して行うものです。

議第７号
五泉市教育委員会教育長の勤務時
間、休暇等及び職務専念義務の特
例に関する条例の制定について

総務文教 可決
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が
平成27年４月１日から施行されることに伴い、教育長の勤務時間、
休日及び休暇等について規定する条例を制定するものです。

議第８号
五泉市職員の給与に関する条例の一
部を改正する条例の制定について

総務文教 可決
人事院、新潟県人事委員会の勧告に準じて、給料表の改定や諸手当
の見直し部分について改定を行うものです。

議第９号
五泉市職員に対する寒冷地手当の
支給に関する条例を廃止する条例
の制定について

総務文教 可決
人事院勧告で寒冷地手当の支給地域の改定が行われ、五泉市はその
地域から外れることになったので、この条例を廃止するものです。

議第10号
五泉市職員の退職手当に関する条
例の一部を改正する条例の制定に
ついて

総務文教 可決
人事院勧告に基づく給与制度の総合的見直しが退職手当の支給水準
に及ぼす影響を踏まえ、国に準じて退職手当の調整額などについて
改定を行うものです。

議第11号
五泉市福祉会館条例の一部を改正
する条例の制定について

市民厚生 可決
第３条に規定する法人の名称が変更になったため、これを改めるも
のです。

議第12号
五泉市保育園条例の一部を改正す
る条例の制定について

市民厚生 可決
子ども・子育て支援法施行規則に保育の必要な事由が規定されたた
め、本条例の保育に欠ける規定を削除するとともに、延長保育料を
規定する改正を行うものです。

議第13号
五泉市保育園保育料徴収条例の一
部を改正する条例の制定について

市民厚生 可決
子ども・子育て支援法の施行に伴う改正で、公立保育園の保育料を
「五泉市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める
条例」に規定する額とするものです。

議第14号
五泉市私立保育園保育料徴収条例
を廃止する条例の制定について

市民厚生 可決
私立保育園の保育料の徴収根拠が子ども・子育て支援法に定められ
たことに伴い、保育料徴収条例を廃止するものです。

議第15号
五泉市子どものための教育・保育
に関する利用者負担額を定める条
例の制定について

市民厚生 可決
子ども・子育て支援法の制定に伴い、利用者負担額について規定す
るものです。

議第16号
五泉市子育て支援センター条例の一
部を改正する条例の制定について

市民厚生 可決

「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等
の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に
伴う関係法律の整備等に関する法律」の施行に伴い、条例の文言の
整理と利用者の規定の一部を改正するものです。

議第17号
五泉市放課後児童健全育
成事業条例の一部を改正
する条例の制定について

修正案 
(議員提出)

可決 下段の原案に対して、②の内容を削除する修正を加えるものです。

修正部
分を除
く原案

市民厚生 可決

①と②からなる原案のうち、①の部分だけが可決されました。
　①１～３年生だった学童クラブの入会対象を、小学校に就学して
　　いる児童全体に改めるものです。
　②入会した児童の保護者負担額を引き上げるものです。

議第18号
五泉市障害者地域生活支援セン
ター条例の一部を改正する条例の
制定について

市民厚生 可決
施設で行う事業に、児童福祉法に規定する放課後等デイサービスを
追加するものです。

主な議案の議決結果・概要
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長

議第19号
五泉市簡易水道条例の一部を改正
する条例の制定について

建設産業 可決
川内地区簡易水道を上水道に統合するため、条例中の川内地区簡易
水道に関する規定を削除するものです。

議第20号
五泉市国民健康保険税条例の一部
を改正する条例の制定について

市民厚生 可決
地方税法の一部を改正する法律等の施行に伴い、本条例の文言の整
理と規定を整備するものです。

議第21号
五泉市介護保険条例の一部を改正
する条例の制定について

市民厚生 可決
平成27年度から平成29年度までの間の、第１号被保険者の保険料の
段階や保険料率などを改めるものです。

議第22号

五泉市介護保険法に基づく指定地
域密着型サービスの事業の人員、
設備及び運営に係る基準に関する
条例の一部を改正する条例の制定
について

市民厚生 可決
介護保険法施行規則等の一部を改正する省令により、本条例に規定
する指定地域密着型サービスの各事業の人員、設備及び運営に関す
る基準を改めるものです。

議第23号

五泉市介護保険法に基づく指定地
域密着型介護予防サービスの事業
の人員、設備及び運営並びに指定地
域密着型介護予防サービスに係る
介護予防のための効果的な支援の
方法に係る基準に関する条例の一
部を改正する条例の制定について

市民厚生 可決

介護保険法施行規則等の一部を改正する省令により、厚生労働省が
定める指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備等の基
準が改正されたため、この基準に準じている本条例を改正するもの
です。

議第24号

五泉市介護保険法に基づく指定介護
予防支援等の事業の人員及び運営並
びに指定介護予防支援等に係る介護
予防のための効果的な支援の方法に
係る基準に関する条例の一部を改正
する条例の制定について

市民厚生 可決
介護保険法施行規則等の一部を改正する省令により、厚生労働省が
定める指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等の基準が改正さ
れたため、この基準に準じている本条例を改正するものです。

議第25号
五泉市農業振興条例の一部を改正
する条例の制定について

建設産業 可決
新潟県農作物価格安定協会が社団法人から公益社団法人へ移行した
ことに伴い、本条例中の同協会の名称を改めるものです。

議第26号
五泉市道路占用料条例の一部を改
正する条例の制定について

建設産業 可決
国営事業に係る占用料は法律の規定により免除されるため条例の減
免規定から削除するとともに、県条例に準拠して占用料単価を改め
るものです。

議第27号

五泉市消防団員の定員、任免、給与、
服務等に関する条例の一部を改正
する条例の一部を改正する条例の
制定について

総務文教 可決
昨年の12月定例会で消防団員の年報酬額の改正を行いましたが、そ
の後も情報収集に努めた結果、再度消防団員の年報酬額の改正を行
うものです。

議第28号
五泉市立幼稚園条例の一部を改正
する条例の制定について

総務文教 可決
子ども・子育て支援法の施行に伴い、月額で規定していた幼稚園の
保育料を、他の条例で規定する利用者負担額に改めるものです。

議第29号
五泉市体育施設条例の一部を改正
する条例の制定について

総務文教 可決
閉校する十全小学校の体育館を体育施設に追加し、使用料を規定す
るものです。

議第30号
五泉市川東財産区林野管理条例の一
部を改正する条例の制定について

建設産業 可決
新潟県農林公社が社団法人から公益社団法人へ移行したことに伴
い、本条例中の同法人の名称を改めるものです。

議第31号 市道の認定について 建設産業 可決
民間の宅地開発により新たに造成され、帰属及び寄付を受けた道路、
計５路線で延べ321.6mを市道に認定するものです。

議第32号
平成26年度五泉市一般会計補正予算
（第15号）

可決

既決予算総額から２億165万7千円を減額し、歳入歳出予算総額を
248億2,658万円とするものです。歳入の主なものは個人市民税、地
方消費税交付金の追加、五泉小学校及び五泉中学校改築事業費充当
債の減額などで、歳出の主なものは退職手当、ファミリー住まいる
住宅取得補助金、財政調整基金及び教育施設整備基金積立金の追加
などです。

議第33号
平成26年度五泉市国民健康保険特
別会計補正予算（第５号）

可決

既決予算総額から5,989万６千円を減額し、歳入歳出予算総額を62億
3,545万８千円とするものです。歳入の主なものは保険財政共同安定
化事業交付金等の減額による共同事業交付金の減額などであり、歳
出の主なものは保険財政共同安定化事業拠出金の確定による共同事
業拠出金の減額等です。

議第34号
平成26年度五泉市介護保険特別会
計補正予算（第５号）

可決

既決予算総額から6,223万５千円を減額し、歳入歳出予算総額を59億
4,733万３千円とするものです。歳入の主なものは現年度分調整交付
金の減額等による国庫支出金の減額などであり、歳出の主なものは
介護サービス等諸費の減額による保険給付費などの減額等です。

議第35号
平成26年度五泉市下水道事業特別会
計補正予算（第４号）

可決

既決予算総額から1億9,084万６千円を減額し、歳入歳出予算総額を
35億2,697万円とするものです。歳入の主なものは下水道事業国庫補
助金等の減額であり、歳出の主なものは公共下水道事業費等の減額
です。

議第36号
平成26年度五泉市簡易水道事業特
別会計補正予算（第３号）

可決
既決予算総額から２億2,946万９千円を減額し、歳入歳出予算総額を
８億6,216万円とするものです。歳入の主なものは国庫支出金と市債
の減額等であり、歳出の主なものは建設改良費の減額等です。
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議第37号
平成26年度五泉市後期高齢者医
療特別会計補正予算（第４号）

可決
既決予算総額から450万円を減額し、歳入歳出予算総額を４億7,839
万１千円とするものです。歳入の主なものは一般会計繰入金の減額
であり、歳出の主なものは後期高齢者医療広域連合納付金の減額です。

議第38号
平成26年度五泉市水道事業会計補正
予算（第６号）

可決

収益的収支は収入予定額に31万１千円、支出予定額に４万１千円を
それぞれ追加するものです。資本的収支の収入予定額9,013万３千
円の減は企業債と他会計工事負担金の減額であり、支出予定額１億
4,883万４千円の減は配水設備工事費の減額です。

議第39号
平成26年度五泉市一般会計補正予算
（第16号）

総務文教 
市民厚生 
建設産業

可決

既決予算総額に１億6,956万７千円を追加し、歳入歳出予算総額を
249億9,614万７千円とするものです。歳入は国庫支出金の地域住民
生活等緊急支援交付金の追加であり、歳出は当該交付金事業を各科
目に予算計上したものです。

議第40号 平成27年度五泉市一般会計予算
総務文教 
市民厚生 
建設産業

可決

予算額は241億700万円で、前年度当初と比較して５億4,400万円、
2.3％の増加です。総務費が支所庁舎建設事業などで11億4,531
万２千円、60.9％、民生費が私立保育園支援事業などで２億2,917
万６千円、3.2％増加しています。

議第41号
平成27年度五泉市国民健康保険特
別会計予算

市民厚生 可決
予算額は67億7,063万２千円で、前年度当初と比較して５億5,540万
円、8.9％の増加です。共同事業拠出金が６億8,356万６千円、92.7％
増加しています。

議第42号
平成27年度五泉市介護保険特別会計
予算

市民厚生 可決
予算額は60億5,741万円で、前年度当初と比較して１億1,853万５千
円、2.0％の増加です。歳出の95.9％を占める保険給付費が8,000
万７千円、1.4％増加しています。

議第43号
平成27年度五泉市下水道事業特別
会計予算

建設産業 可決
予算額は32億8,924万９千円で、前年度当初と比較して３億9,197
万３千円、10.6％の減少です。下水道事業費が１億1,138万７千円、
11.1％増加して、公債費が５億681万９千円、20.8％減少しています。

議第44号
平成27年度五泉市簡易水道事業特別
会計予算

建設産業 可決
予算額は８億7,383万３千円で、前年度当初と比較して２億1,239
万６千円、19.6％の減少です。建設改良費が１億9,423万２千円、
19.1％減少しています。

議第45号
平成27年度五泉市川東財産区一般
会計予算

建設産業 可決
予算額は388万４千円で、前年度当初と比較して６万４千円、1.6％
の減少です。財産管理費の23万８千円の増加と予備費の30万２千円
の減少の差し引きによるものです。

議第46号
平成27年度五泉市後期高齢者医療
特別会計予算

市民厚生 可決
予算額は４億8,424万１千円で、前年度当初と比較して1,137万４千
円、2.4％の増加です。歳出の94.4％を占める後期高齢者医療広域連
合納付金が1,049万５千円、2.4％増加しています。

議第47号 平成27年度五泉市水道事業会計予算 建設産業 可決
支出予定額の合計は24億1,032万６千円で、前年度当初と比較して２億
5,812万４千円、12.0％の増加です。老朽管の布設替等工事費や村松第３
配水池築造工事費を計上しています。

議第48号 財産の無償譲渡について 可決
平成27年４月１日からひまわり保育園を民営化することに伴い、同
保育園を運営する社会福祉法人みどり心育会に保育園園舎、物置、
屋外遊具等の構築物を無償譲渡するものです。

議第49号 財産の無償譲渡について 可決
平成27年４月１日からすみれ保育園を民営化することに伴い、同保
育園を運営する社会福祉法人敬世会に保育園園舎、物置、屋外遊具
等の構築物を無償譲渡するものです。

議第50号 財産の無償譲渡について 可決
平成27年４月１日から村松第３保育園を民営化することに伴い、同
保育園を運営する社会福祉法人みどり心育会に保育園園舎、物置、
屋外遊具等の構築物を無償譲渡するものです。

議第51号
五泉市財産の交換、譲与、無償貸付
け等に関する条例の一部を改正する
条例の制定について

可決 普通財産の譲与及び減額譲渡先に「公共的団体」を追加するものです。

請
願
者

請願第１
農協改革をはじめとした「農業改
革」に関する請願

建設産業 採択

次の実現を求めるものです。「農政改革にあたっては家族農業経営を
育てることを旨とし食料自給率の向上を目指すものとすること。農
地法改定や農業委員会の公選制などの廃止を止めること。農協自身
の改革を尊重し、法的措置による強制は止めること。」

議
　
　
員

発議第１号 安中聡議員に対する懲罰の件 懲　　罰 可決
安中聡議員に対して出席停止７日間の懲罰を科すよう求めるもので
す。

発議第２号
農協改革をはじめとした「農業改革」
に関する意見書の提出について

可決

次の内容の意見書を関係省庁へ提出するものです。「農政改革にあ
たっては食料自給率の向上を目指すものとすること。農地法改定や
農業委員会の公選制などの廃止を止めること。農協自身の改革を尊
重し、法的措置による強制は止めること。」

定例会初日に安中聡議員から７人の議会運営委員に対する処分要求書が提出されましたが、懲罰特別委員会の審査を経て本会議で
採決した結果、７件とも否決されました。

※１　総務文教：総務文教常任委員会，市民厚生：市民厚生常任委員会，建設産業：建設産業常任委員会，懲罰：懲罰特別委員会
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議
第
二
十
八
号
　
五
泉
市
立
幼
稚
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
二
十
九
号
　
五
泉
市
体
育
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
三
十
九
号
　
平
成
二
十
六
年
度
五
泉
市
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
十
六
号
）
の
う
ち
本
委
員
会
所

管
に
属
す
る
事
項

議
第
四
十
号
　
　
平
成
二
十
七
年
度
五
泉
市
一
般
会
計
予
算

の
う
ち
本
委
員
会
所
管
に
属
す
る
事
項

　

以
上
の
十
三
件
で
あ
り
ま
す
。

　

審
査
に
あ
た
り
ま
し
て
は
、現
地
調
査
を
行
う
と
と
も
に
、

当
局
の
出
席
を
求
め
慎
重
に
審
査
を
行
っ
た
結
果
、
お
手
元

に
配
付
申
し
上
げ
ま
し
た
委
員
会
審
査
報
告
書
に
記
載
の
と

お
り
、
決
定
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
審
査
経
過
に
お
け
る
主
な
る
質
疑
に
つ
い
て
申
し

上
げ
ま
す
。

　

ま
ず
、
総
務
課
所
管
の
質
疑
の
中
で
、

「
議
第
八
号　

五
泉
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
」
に
関
連
し
て
、
地
域

手
当
が
新
た
に
加
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
支
給
対
象

と
な
る
在
勤
す
る
職
員
と
は
ど
う
い
う
職
員
か
、
と
た
だ
し

た
と
こ
ろ
、

　

現
在
、
新
潟
市
へ
後
期
高
齢
者
広
域
連
合
と
消
防
の
関
係

で
派
遣
と
い
う
形
で
二
名
の
職
員
が
お
り
ま
す
の
で
、
当
面

は
そ
の
二
人
が
対
象
に
な
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
、
と
の
答

弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
こ
れ
は
当
該
地
域
に
お
け
る
物
価
等
を
考
慮
し

て
と
な
っ
て
い
る
が
、
新
潟
市
に
在
勤
と
な
っ
て
い
て
も
生

活
は
五
泉
市
と
な
れ
ば
、
五
泉
市
で
生
活
す
る
他
の
職
員
と

変
わ
ら
な
い
わ
け
で
、
な
ぜ
勤
務
だ
け
な
の
か
。

　

県
の
職
員
は
全
県
一
円
で
実
施
さ
れ
る
の
だ
と
思
う
が
、

新
潟
市
に
在
勤
の
二
人
に
は
支
給
す
る
け
ど
他
は
支
給
し
ま

せ
ん
と
い
う
考
え
は
間
違
っ
て
い
な
い
か
、
と
た
だ
し
た
と

こ
ろ
、

　

職
員
組
合
と
も
意
見
交
換
し
な
が
ら
考
え
て
い
き
た
い
、

と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、給
料
表
の
改
定
だ
が
、最
大
の
と
こ
ろ
は
四
パ
ー

セ
ン
ト
ダ
ウ
ン
す
る
と
い
う
こ
と
だ
が
職
員
の
給
与
総
額
で

は
ど
の
く
ら
い
の
ダ
ウ
ン
が
見
込
ま
れ
る
の
か
、
と
た
だ
し

た
と
こ
ろ
、

　

給
料
表
全
体
が
引
き
下
げ
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
三
カ
年

は
経
過
措
置
と
し
て
現
給
を
補
償
す
る
と
い
う
こ
と
で
月
額

の
実
質
の
引
き
下
げ
は
あ
り
ま
せ
ん
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま

し
た
。

　

次
に
、「
議
第
十
号　

五
泉
市
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
」
に
関

連
し
て
、第
六
条
の
四
で
調
整
額
が
増
額
に
な
っ
て
い
る
が
、

こ
の
理
由
は
何
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

人
事
院
勧
告
に
よ
る
見
直
し
で
給
料
月
額
が
下
が
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
退
職
手
当
の
支
給
水
準
に
与
え
る
影
響
が
大
き

い
だ
ろ
う
と
、
そ
の
差
を
埋
め
る
た
め
調
整
額
を
増
額
す
る

　

去
る
三
月
五
日
の
本
会
議
に
お
い
て
、
本
委
員
会
に
付
託

さ
れ
た
事
件
は
、

議
第
三
号
　
　
　
川
内
辺
地
に
係
る
総
合
整
備
計
画
の
策
定

に
つ
い
て

議
第
四
号
　
　
　
戸
倉
辺
地
に
係
る
総
合
整
備
計
画
の
変
更

に
つ
い
て

議
第
五
号
　
　
　
大
蒲
原
辺
地
に
係
る
総
合
整
備
計
画
の
変

更
に
つ
い
て

議
第
六
号
　
　
　
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す

る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
等
に
関
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
七
号
　
　
　
五
泉
市
教
育
委
員
会 

教
育
長
の
勤
務
時

間
、
休
暇
等
及
び
職
務
専
念
義
務
の
特
例

に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
八
号
　
　
　
五
泉
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
九
号
　
　
　
五
泉
市
職
員
に
対
す
る
寒
冷
地
手
当
の
支

給
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

議
第
十
号
　
　
　
五
泉
市
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て

議
第
二
十
七
号
　
五
泉
市
消
防
団
員
の
定
員
、任
免
、給
与
、

服
務
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て

◎
鈴
木
　
良
民
　
　
　
相
田
　
　
豊
　
　
　
塚
野
　
　
弘
　
　
　
佐
藤
　
　
浩

○
猪
熊
　
　
豊
　
　
　
町
田
　
俊
夫
　
　
　
長
谷
川
政
弘

総
務
文
教
常
任
委
員
会 

審
査
報
告

（◎委員長　○副委員長）
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市
民
の
声
を
反
映
さ
せ
る
手
段
と
し
て
検
討
委
員
会
も
あ
り

ま
す
し
、
三
千
人
を
対
象
と
し
た
意
識
調
査
も
考
え
て
い
ま

す
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
つ
い
て
も
支
援
を
も
ら
い
な
が
ら

検
討
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
、と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
ス
ポ
ー
ツ
推
進
課
所
管
分
の
質
疑
の
中
で
、「
議

第
二
十
九
号　

五
泉
市
体
育
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て
」
に
関
連
し
て
、
十
全
小
学
校
の
閉

校
に
伴
い
体
育
館
を
体
育
施
設
に
追
加
す
る
も
の
で
あ
り
ま

す
と
の
当
局
の
説
明
を
受
け
、
地
域
の
方
た
ち
が
こ
の
体
育

館
を
使
お
う
と
し
た
と
き
に
使
用
料
は
ど
う
な
る
の
か
、
と

た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

条
例
に
は
、
減
免
の
規
定
が
あ
り
ま
す
が
、
地
域
の
方
を

減
免
と
い
う
規
定
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま

し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
委
員
よ
り
、
避
難
所
の
指
定
も
あ
る
と
の

こ
と
で
あ
れ
ば
、
日
常
的
に
地
域
の
方
た
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
場
と
し
て
活
用
し
て
も
ら
う
こ
と
が
必
要
で
は
な
い

か
と
の
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

次
に
、「
総
合
会
館
管
理
棟
建
設
事
業
」
四
千
百
五
十
万

円
に
関
連
し
て
、

　

設
計
業
務
委
託
料
が
計
上
さ
れ
て
い
る
が
、
建
設
の
概
略

に
つ
い
て
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

建
設
の
位
置
に
つ
い
て
は
旧
交
通
公
園
に
作
り
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。
構
造
等
に
つ
い
て
は
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

造
の
三
階
建
て
で
二
千
㎡
、
機
能
と
し
て
は
事
務
室
、
会
議

室
等
を
見
込
ん
で
い
ま
す
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
政
策
の
目
的
に
は
、
市
民
の
健
康
増
進
、
ス

ポ
ー
ツ
活
動
の
推
進
や
芸
術
・
文
化
の
拠
点
と
し
て
快
適
に

利
用
し
て
も
ら
え
る
施
設
の
整
備
充
実
を
図
る
と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。
複
合
施
設
建
設
の
話
も
あ
る
が
、
こ
こ
に

集
中
管
理
的
に
生
涯
学
習
の
部
分
も
考
え
て
い
く
こ
と
が
必

要
で
は
な
い
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

ス
ポ
ー
ツ
推
進
課
が
中
心
と
な
っ
て
検
討
し
て
き
ま
し
た

が
、
市
長
部
局
と
も
連
携
し
な
が
ら
検
討
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
図
書
館
所
管
の
質
疑
の
中
で
、「
図
書
貸
し
出
し

事
業
」
五
千
八
百
六
十
七
万
七
千
円
に
関
連
し
て
、
図
書
館

の
二
階
で
子
ど
も
た
ち
が
勉
強
し
て
い
る
が
、
三
階
で
体
を

動
か
す
よ
う
な
活
動
を
や
っ
て
い
て
勉
強
の
邪
魔
に
な
る
の

で
は
な
い
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

三
階
の
利
用
度
が
九
十
数
パ
ー
セ
ン
ト
で
空
い
て
い
る
日

が
な
い
く
ら
い
で
あ
り
、
ピ
ア
ノ
関
係
や
健
康
用
の
ダ
ン
ス

が
多
い
で
す
が
、
施
設
の
当
初
か
ら
の
コ
ン
セ
プ
ト
で
多
目

的
に
使
う
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
勉
強
の
部
屋
か
ら
は

ク
レ
ー
ム
も
あ
り
ま
す
が
、
大
規
模
な
改
修
を
す
る
よ
う
な

こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
時
点
で
図
書
館
の
機
能
を
変
え
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
、
と
の
答
弁
で

し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
委
員
よ
り
、
最
初
に
作
っ
た
時
に
多
目
的

に
と
い
う
こ
と
で
断
れ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
が
、
若
い
学
生

の
勉
強
の
邪
魔
を
す
る
と
い
う
事
情
を
ご
理
解
い
た
だ
い
て

他
の
施
設
に
ま
わ
っ
て
も
ら
い
た
い
と
の
要
望
が
あ
り
ま
し

た
。

　

こ
の
ほ
か
、
細
部
に
わ
た
り
詳
細
な
る
質
疑
応
答
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

　

以
上
、
会
議
規
則
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
報
告
い
た

し
ま
す
。

と
い
う
こ
と
で
、
国
に
準
じ
て
改
正
し
ま
し
た
、
と
の
答
弁

で
あ
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
改
定
に
よ
り
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
と
試
算

さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

来
年
三
月
の
退
職
者
の
試
算
で
は
、
現
行
で
の
計
算
に
比

べ
、
上
が
る
人
も
下
が
る
人
も
い
ま
す
が
、
下
げ
幅
は
大
き

く
あ
り
ま
せ
ん
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
制
度
で
下
が
る
人
が
い
る
と
い
う
こ
と
は
お
か
し
い
と

思
う
の
で
、
最
低
限
維
持
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
対
応
で
き

な
い
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

今
後
検
討
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま

し
た
。

　

次
に
、「
あ
ん
し
ん
メ
ー
ル
シ
ス
テ
ム
使
用
料
」
五
十
八
万

四
千
円
に
関
連
し
て
、
登
録
し
た
方
の
人
数
を
た
だ
し
た
と

こ
ろ
、

　

今
年
に
入
っ
て
か
ら
受
付
し
て
お
り
、
千
人
を
超
え
て
い

ま
す
が
、
う
ち
約
五
百
人
ほ
ど
は
市
の
職
員
で
あ
り
ま
す
、

と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
実
質
五
百
と
い
う
こ
と
で
は
、
ま
だ
ま

だ
少
な
い
の
で
、
啓
発
活
動
を
し
っ
か
り
と
行
う
よ
う
委
員

よ
り
要
望
が
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
、
企
画
政
策
課
所
管
の
質
疑
の
中
で
、
補
正
予
算
の

「
人
口
減
少
対
策
（
交
付
金
）
事
業
」
千
二
百
六
十
四
万
九

千
円
に
関
連
し
て
、

　

総
合
戦
略
策
定
支
援
業
務
委
託
料
に
つ
い
て
、
ア
ン
ケ
ー

ト
を
取
る
の
も
い
い
が
、
子
育
て
を
し
て
い
る
方
に
集
ま
っ

て
も
ら
っ
て
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
す
る
な
ど
し
て
そ
の
声

を
ひ
ろ
っ
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
発
想
が
必
要
な
の
で
は
な

い
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

委
託
に
つ
い
て
は
、
分
析
等
に
つ
い
て
支
援
を
も
ら
い
ま

す
が
、主
体
は
あ
く
ま
で
も
市
民
だ
と
い
う
考
え
で
い
ま
す
。
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密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人

員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密

着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予

防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
係

る
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
二
十
四
号
　
五
泉
市
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
介
護

予
防
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並

び
に
指
定
介
護
予
防
支
援
等
に
係
る
介
護

予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に

係
る
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
三
十
九
号
　
平
成
二
十
六
年
度
五
泉
市
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
十
六
号
）
の
う
ち
本
委
員
会
所

管
に
属
す
る
事
項

議
第
四
十
号
　
　
平
成
二
十
七
年
度
五
泉
市
一
般
会
計
予
算

の
う
ち
本
委
員
会
所
管
に
属
す
る
事
項

議
第
四
十
一
号
　
平
成
二
十
七
年
度
五
泉
市
国
民
健
康
保
険

特
別
会
計
予
算

議
第
四
十
二
号
　
平
成
二
十
七
年
度
五
泉
市
介
護
保
険
特
別

会
計
予
算

議
第
四
十
六
号
　
平
成
二
十
七
年
度
五
泉
市
後
期
高
齢
者
医

療
特
別
会
計
予
算

　

以
上
の
十
八
件
で
あ
り
ま
す
。

　

審
査
に
あ
た
り
ま
し
て
は
、現
地
調
査
を
行
う
と
と
も
に
、

当
局
の
出
席
を
求
め
慎
重
に
審
査
を
行
っ
た
結
果
、
お
手
元

に
配
付
申
し
上
げ
ま
し
た
委
員
会
審
査
報
告
書
に
記
載
の
と

お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
決
定
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
審
査
経
過
に
お
け
る
主
な
る
質
疑
に
つ
い
て
申
し

上
げ
ま
す
。

　

ま
ず
、
健
康
福
祉
課
所
管
分
の
質
疑
の
中
で
、
生
活
困
窮

者
自
立
支
援
事
業
千
六
百
四
十
三
万
九
千
円
に
関
連
し
て
、

　

平
成
二
十
七
年
度
の
新
規
事
業
と
し
て
、
五
泉
市
社
会
福

祉
協
議
会
へ
業
務
を
委
託
す
る
と
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
内
容

に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
。

ま
た
、
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
は
、
新
潟
県
の
モ
デ
ル
事
業

（
パ
ー
ソ
ナ
ル
サ
ポ
ー
ト
事
業
）
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
わ

け
だ
が
、
五
泉
市
民
の
相
談
状
況
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
の
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

こ
の
度
、
五
泉
市
社
会
福
祉
協
議
会
へ
相
談
業
務
を
委
託

す
る
に
あ
た
り
ま
し
て
は
、
社
会
福
祉
士
の
資
格
を
持
つ
主

任
相
談
員
を
含
め
、
合
計
二
・
五
名
の
配
置
を
お
願
い
し
て

お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
新
潟
県
の
モ
デ
ル
事
業
に
お
い
て
は
、
現
在
、

十
六
件
の
相
談
件
数
が
あ
り
、
三
月
中
に
新
潟
県
よ
り
社
会

福
祉
協
議
会
へ
、
相
談
業
務
の
引
き
継
ぎ
が
行
わ
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
り
ま
す
、
と
の
答
弁
で
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
委
員
か
ら
、
こ
の
事
業
は
、
生
活
保
護
の
前

の
段
階
に
あ
る
人
達
を
い
か
に
救
い
、
そ
し
て
、
い
か
に
自

立
し
て
い
た
だ
け
る
か
が
、
一
番
の
も
の
だ
と
思
う
の
で
、

ぜ
ひ
と
も
う
ま
く
自
立
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

ま
た
、
も
う
一
つ
重
要
な
こ
と
は
、
貧
困
の
連
鎖
を
防
ぐ
た

め
に
、
そ
の
子
ど
も
達
を
い
か
に
教
育
し
て
い
く
の
か
が
と

て
も
大
切
で
あ
る
、
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
だ
と
思
う
。

　

よ
っ
て
、
今
後
は
教
育
に
関
し
、
学
校
教
育
の
部
署
に
つ

な
げ
た
新
し
い
取
り
組
み
も
し
て
い
た
だ
き
た
い
、
と
の
意

見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

去
る
三
月
五
日
の
本
会
議
に
お
い
て
、
本
委
員
会
に
付
託

さ
れ
た
事
件
は
、

 

議
第
十
一
号
　
　
五
泉
市
福
祉
会
館
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
十
二
号
　
　
五
泉
市
保
育
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
十
三
号
　
　
五
泉
市
保
育
園
保
育
料
徴
収
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
十
四
号
　
　
五
泉
市
私
立
保
育
園
保
育
料
徴
収
条
例
を

廃
止
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
十
五
号
　
　
五
泉
市
子
ど
も
の
た
め
の
教
育
・
保
育
に

関
す
る
利
用
者
負
担
額
を
定
め
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て

議
第
十
六
号
　
　
五
泉
市
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
十
七
号
　
　
五
泉
市
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て

議
第
十
八
号
　
　
五
泉
市
障
害
者
地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て

議
第
二
十
号
　
　
五
泉
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
二
十
一
号
　
五
泉
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
二
十
二
号
　
五
泉
市
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
地
域

密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備

及
び
運
営
に
係
る
基
準
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
二
十
三
号
　
五
泉
市
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
地
域

◎
牛
膓
　
利
栄
　
　
　
林
　
　
　
茂
　
　
　
剣
持
　
雄
吾
　
　
　
安
中
　
　
聡

○
佐
藤
　
　
渉
　
　
　
長
谷
川
真
介
　
　
　
松
井
　
　
聡

市
民
厚
生
常
任
委
員
会 

審
査
報
告

（◎委員長　○副委員長）
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画
の
中
で
、
空
き
教
室
の
利
用
、
あ
る
い
は
施
設
の
確
保
に

つ
い
て
考
慮
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
、
と
の
答

弁
で
し
た
。

　

次
に
、
市
長
は
先
日
の
施
政
方
針
の
中
で
、
人
口
減
少
を

食
い
止
め
る
た
め
の
施
策
と
し
て
、
子
育
て
支
援
や
教
育
環

境
の
充
実
な
ど
を
掲
げ
て
い
る
。

　

ま
た
「
若
い
世
代
が
安
心
し
て
就
労
で
き
、
希
望
ど
お
り

結
婚
し
、
妊
娠
・
出
産
・
子
育
て
が
で
き
る
よ
う
な
、
将
来

に
希
望
の
持
て
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
度
の
改
正
に
お
い
て
は
、
学
童
ク
ラ
ブ
を

利
用
す
る
際
の
、
保
護
者
の
負
担
金
の
増
額
を
提
案
し
て
き

て
い
る
。

　

指
導
員
の
増
員
に
よ
り
、
そ
の
運
営
費
用
の
増
額
が
見
込

ま
れ
る
た
め
と
の
こ
と
だ
が
、
子
育
て
支
援
と
の
関
わ
り
に

つ
い
て
、
当
局
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
、
と
た
だ

し
た
と
こ
ろ
、

　

私
共
も
、
こ
の
条
例
を
上
程
す
る
に
あ
た
り
ま
し
て
、
さ

ま
ざ
ま
な
議
論
を
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

対
象
児
童
の
年
齢
が
拡
大
さ
れ
る
中
で
、
こ
の
先
、
学
童

ク
ラ
ブ
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
の
中

で
、
ニ
ー
ズ
調
査
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
対
象
年
齢
を
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
り
、
指
導
員
の

確
保
、
あ
る
い
は
施
設
の
拡
充
と
い
っ
た
問
題
が
、
当
然
出

て
ま
い
り
ま
す
。

　

学
童
ク
ラ
ブ
の
運
営
に
あ
た
り
ま
し
て
は
、
保
育
が
で
き

な
い
保
護
者
の
皆
様
の
た
め
に
、
放
課
後
の
お
子
様
を
お
預

か
り
し
、
そ
の
中
で
指
導
員
が
配
置
さ
れ
、
子
ど
も
達
が
安

全
に
、
そ
し
て
豊
か
な
放
課
後
の
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
、
今
日
ま
で
や
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

あ
わ
せ
て
、
運
営
に
か
か
る
費
用
に
つ
き
ま
し
て
は
、
近

隣
市
に
お
け
る
負
担
金
の
上
昇
率
を
参
考
に
し
な
が
ら
も
、

保
護
者
の
皆
様
の
ご
負
担
を
極
力
抑
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
考
え
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

結
果
と
し
て
、
負
担
金
の
増
額
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
が
、
今
後
の
学
童
ク
ラ
ブ
の
運
営
の
あ
り
方
、
ま
た
、

五
泉
市
に
お
け
る
持
続
可
能
な
行
財
政
運
営
を
考
え
ま
す

と
、
保
護
者
の
皆
様
か
ら
も
応
分
の
ご
負
担
を
お
願
い
し
た

い
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
条
例
を
上
程
す
る
に
至
っ
た
と
こ

ろ
で
あ
り
ま
す
、
と
の
答
弁
で
し
た
。

　

以
上
の
質
疑
内
容
を
踏
ま
え
、
議
第
十
七
号　

五
泉
市
放

課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て
に
対
す
る
、
討
論
を
行
い
ま
し
た
。

　

討
論
に
お
け
る
主
な
る
意
見
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

　

子
ど
も
・
子
育
て
関
連
三
法
の
施
行
に
伴
う
、
対
象
児
童

の
年
齢
の
拡
大
に
つ
い
て
は
、
賛
成
の
立
場
で
あ
る
。

　

あ
わ
せ
て
、
年
齢
が
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
込
ま
れ

る
、
学
童
ク
ラ
ブ
の
運
営
費
用
の
増
額
に
つ
い
て
も
、
一
定

の
理
解
は
で
き
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
を
今
、
保
護
者
の
負
担
金
の
増
額
と
い
う

形
で
求
め
る
の
は
、
早
計
で
は
な
い
の
か
。

　

負
担
金
の
増
額
に
つ
い
て
は
、
保
護
者
と
の
話
し
合
い
も

必
要
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
近
隣
市
よ
り
安
い
学
童
ク
ラ
ブ

の
負
担
金
は
、
今
後
、
五
泉
市
に
お
け
る
子
育
て
支
援
施
策

の
、大
切
な
セ
ー
ル
ス
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
に
な
る
と
考
え
る
。

　

よ
っ
て
、今
後
一
年
間
は
、現
行
の
ま
ま
の
負
担
金
と
し
、

そ
の
運
営
実
績
を
踏
ま
え
た
上
で
、
再
度
、
負
担
金
の
増
額

に
つ
い
て
検
討
を
す
る
べ
き
で
あ
る
。

と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。

　

採
決
の
結
果
、
起
立
少
数
に
よ
り
議
第
十
七
号
は
否
決
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
細
部
に
わ
た
り
詳
細
な
る
質
疑
応
答
が
な
さ

れ
ま
し
た
。

　

以
上
、
会
議
規
則
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
報
告
い
た

し
ま
す
。

　

次
に
、
こ
ど
も
課
所
管
分
の
質
疑
の
中
で
、
議
第
十
七
号

　

五
泉
市
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
に
関
連
し
て
、

　

こ
の
度
の
改
正
に
つ
き
ま
し
て
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
関

連
三
法
の
施
行
に
伴
い
、
そ
の
対
象
児
童
を
、
小
学
校
一
年

か
ら
三
年
ま
で
の
児
童
か
ら
、
小
学
校
に
就
学
し
て
い
る
児

童
に
改
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

あ
わ
せ
ま
し
て
、
児
童
四
十
名
を
一
単
位
と
す
る
指
導
員

の
定
数
も
、明
確
に
規
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
の
で
、

今
後
は
、
指
導
員
の
増
員
も
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま

す
。

　

学
童
ク
ラ
ブ
に
つ
き
ま
し
て
は
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
中

で
、
運
営
費
用
の
増
額
が
見
込
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す

が
、
保
護
者
の
皆
様
か
ら
も
、
そ
の
費
用
に
つ
い
て
応
分
の

ご
負
担
を
お
願
い
す
る
た
め
、
こ
の
度
、
負
担
金
の
増
額
を

お
願
い
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
、
と
い
う
当
局
の
説
明
を
受

け
、

　

ま
ず
、
現
在
の
学
童
ク
ラ
ブ
へ
の
申
し
込
み
状
況
、
及
び

必
要
と
す
る
指
導
員
の
人
数
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
の
か
。

　

ま
た
、
対
象
児
童
が
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
り
、
学
童
ク
ラ

ブ
の
施
設
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
、
と
た
だ

し
た
と
こ
ろ
、

　

申
し
込
み
状
況
に
つ
き
ま
し
て
は
、
現
在
、
約
三
百
七
十

名
の
児
童
が
申
請
し
、
そ
の
内
、
小
学
校
四
年
生
以
上
の
児

童
が
、
約
二
十
名
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
指
導
員
の
人
数
に
つ
き
ま
し
て
は
、
一
カ
所
の
学

童
ク
ラ
ブ
に
対
し
、
二
名
か
ら
六
名
の
指
導
員
の
配
置
が
必

要
に
な
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

現
在
、
十
カ
所
の
学
童
ク
ラ
ブ
が
あ
り
ま
す
が
、
あ
わ
せ

て
十
名
弱
の
増
員
が
必
要
に
な
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

施
設
に
つ
き
ま
し
て
は
、
そ
の
広
さ
に
よ
る
定
員
の
問
題

が
あ
り
、
ま
た
、
低
学
年
の
児
童
の
利
用
を
優
先
し
て
い
る

た
め
、
ご
希
望
を
い
た
だ
い
て
も
、
利
用
の
で
き
な
い
場
合

も
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
に
つ
き
ま
し
て
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
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以
上
、
十
二
件
で
あ
り
ま
す
。

　

審
査
に
あ
た
り
ま
し
て
は
、
現
地
視
察
を
お
こ
な
う
と
と

も
に
、
当
局
の
出
席
を
求
め
慎
重
に
審
査
を
行
っ
た
結
果
、

お
手
元
に
配
付
申
し
上
げ
ま
し
た
委
員
会
審
査
報
告
書
及
び

請
願
審
査
報
告
書
に
記
載
の
と
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
決
定
し
た

次
第
で
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
審
査
経
過
に
お
け
る
主
な
る
質
疑
に
つ
い
て
申
し

上
げ
ま
す
。

　

ま
ず
、
農
林
課
所
管
分
の
質
疑
の
中
で
、
平
成
二
十
七
年

度
五
泉
市
一
般
会
計
予
算
の
う
ち
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支

援
事
業
補
助
金
、
二
百
七
十
九
万
七
千
円
の
事
業
内
容
に
つ

い
て
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

こ
の
事
業
に
つ
き
ま
し
て
は
、
全
国
共
通
の
取
り
組
み
と

し
て
堆
肥
の
施
用
、
有
機
農
業
、
地
域
の
特
認
の
取
り
組
み

と
し
て
冬
期
湛
水
の
よ
う
な
環
境
に
優
し
い
取
り
組
み
を
行

う
対
象
者
に
、
国
と
県
と
市
が
支
援
を
す
る
取
り
組
み
で
あ

り
ま
す
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
昨
年
の
状
況
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
、
と
た
だ

し
た
と
こ
ろ
、

　

冬
期
湛
水
で
十
一
名
、
堆
肥
の
取
り
組
み
で
五
名
が
実
施

し
て
お
り
ま
す
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
五
泉
市
の
今
ま
で
の
一
等
米
比
率
の
経
過
に
お

い
て
、
ぜ
ひ
一
等
米
比
率
の
向
上
に
つ
な
が
る
よ
う
に
改
め

て
お
願
い
し
た
い
、
と
の
要
望
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

次
に
、
地
力
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
推
進
事
業
補
助
金 

三
千
二
百

十
万
円
に
関
連
し
て
、
五
泉
市
は
圃
場
整
備
率
が
非
常
に
低

い
。
様
々
な
声
が
あ
り
、
な
か
な
か
要
件
に
あ
わ
ず
に
難
し

い
部
分
も
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
先
や
は
り

圃
場
整
備
も
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る

が
、
市
の
見
解
を
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

圃
場
整
備
は
、
抜
本
的
な
対
策
と
い
た
し
ま
し
て
は
一
番

い
い
手
段
だ
ろ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
た
だ
し
、
米
価
が

低
い
状
況
の
中
で
受
益
者
負
担
の
関
係
も
あ
り
、
同
意
が
難

し
い
と
い
う
面
も
あ
り
ま
す
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
圃
場
整
備
は
、
こ
れ
か
ら
の
五
泉
市
農

業
に
お
い
て
一
つ
の
大
事
な
部
分
と
し
て
考
え
て
い
く
必
要

が
あ
る
。
課
題
と
し
て
と
ら
え
、
真
剣
に
考
え
て
も
ら
い
た

い
、
と
の
要
望
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

次
に
、
商
工
観
光
課
所
管
分
の
質
疑
の
中
で
、
平
成
二
十

六
年
度
五
泉
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
十
六
号
）
の
う
ち

プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
発
行
事
業
補
助
金
、
七
千
五
百
九
十
万

円
に
つ
い
て
、
こ
の
商
品
券
は
非
常
に
人
気
が
出
る
と
考
え

ら
れ
る
が
、
一
世
帯
当
た
り
の
制
限
数
は
設
け
る
の
か
、
と

た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

現
在
、
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
実
行
委
員
会
で
協
議
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
今
回
は
消
費
喚
起
と
い
う
こ
と
を

考
慮
し
、
十
セ
ッ
ト
を
上
限
と
す
る
考
え
方
が
多
数
を
占
め

て
お
り
ま
す
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
商
品
券
を
買
え
な
か
っ
た
と
い
う
事
態
を
懸
念
し

て
い
る
が
、
一
世
帯
が
十
万
円
ず
つ
買
う
と
し
た
ら
何
世
帯

　

去
る
三
月
五
日
の
本
会
議
に
お
い
て
、
本
委
員
会
に
付
託

さ
れ
た
事
件
は
、

議
第
一
九
号 

五
泉
市
簡
易
水
道
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
二
十
五
号 

五
泉
市
農
業
振
興
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
二
十
六
号 

五
泉
市
道
路
占
用
料
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
三
十
号 

五
泉
市
川
東
財
産
区
林
野
管
理
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
第
三
十
一
号 

市
道
の
認
定
に
つ
い
て

議
第
三
十
九
号 

平
成
二
十
六
年
度
五
泉
市
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
十
六
号
）
の
う
ち
本
委
員
会
所

管
に
属
す
る
事
項

議
第
四
十
号 

平
成
二
十
七
年
度
五
泉
市
一
般
会
計
予
算

の
う
ち
本
委
員
会
所
管
に
属
す
る
事
項

議
第
四
十
三
号 

平
成
二
十
七
年
度
五
泉
市
下
水
道
事
業
特

別
会
計
予
算

議
第
四
十
四
号 

平
成
二
十
七
年
度
五
泉
市
簡
易
水
道
事
業

特
別
会
計
予
算

議
第
四
十
五
号 

平
成
二
十
七
年
度
五
泉
市
川
東
財
産
区
一

般
会
計
予
算

議
第
四
十
七
号 

平
成
二
十
七
年
度
五
泉
市
水
道
事
業
会
計

予
算

請
願
第
一 

農
協
改
革
を
は
じ
め
と
し
た「
農
業
改
革
」

に
関
す
る
請
願

◎
広
野
　
　
甲
　
　
　
鈴
木
　
光
規
　
　
　
熊
倉
　
政
一

○
平
井
　
敏
弘
　
　
　
阿
部
　
周
夫
　
　
　
伊
藤
　
昭
一

建
設
産
業
常
任
委
員
会 

審
査
報
告

（◎委員長　○副委員長）
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て
て
売
却
し
て
い
く
の
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

残
っ
て
い
る
分
譲
中
の
土
地
に
つ
き
ま
し
て
は
、
賃
貸
も

含
め
て
考
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
と
あ

わ
せ
ま
し
て
、
土
地
単
価
も
工
場
設
置
奨
励
委
員
会
で
議
論

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
企
業
誘
致
で
雇
用
を
確
保
し
、
そ
れ
が

人
口
減
少
に
歯
止
め
が
か
か
る
と
い
う
議
論
も
あ
る
。
積
極

的
な
誘
致
を
進
め
て
い
っ
て
も
ら
い
た
い
、
と
の
要
望
が
出

さ
れ
ま
し
た
。

　

次
に
、
上
下
水
道
局
所
管
分
の
質
疑
の
中
で
、
平
成

二
十
七
年
度
五
泉
市
水
道
事
業
会
計
予
算
に
関
連
し
て
、
五

泉
と
村
松
の
水
道
料
金
統
一
に
関
す
る
委
員
会
が
今
後
開
催

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
市
内
全
て
で
、
今
の
五
泉
の
料

金
に
合
わ
せ
る
と
料
金
収
入
が
ど
う
な
る
の
か
。
ま
た
村
松

の
料
金
に
し
た
場
合
は
ど
う
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

現
在
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に
作
業
を
委
託
し
、
そ
の
あ
た

り
の
数
字
を
調
整
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
水
道
委
員
会
へ

お
諮
り
を
し
て
、
決
定
を
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま

す
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
ぜ
ひ
、
サ
ー
ビ
ス
は
高
い
方
、
料
金
は

低
い
方
に
す
る
と
い
う
合
併
当
初
の
理
念
に
基
づ
い
て
や
っ

て
も
ら
い
た
い
。
水
道
委
員
会
に
お
い
て
は
、
現
状
の
村
松

の
料
金
に
五
泉
を
合
わ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
、
と
の
要
望
が

出
さ
れ
ま
し
た
。

　

次
に
、
都
市
整
備
課
所
管
分
の
質
疑
の
中
で
、
平
成

二
十
七
年
度
五
泉
市
一
般
会
計
予
算
に
関
連
し
て
、
消
雪
パ

イ
プ
を
布
設
し
て
ほ
し
い
と
い
う
要
望
は
ど
の
く
ら
い
出
て

い
る
の
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

以
前
は
数
も
少
な
か
っ
た
の
で
、
な
る
べ
く
要
望
の
あ
っ

た
地
区
か
ら
学
校
の
周
り
な
ど
を
選
ん
で
し
て
い
ま
し
た

が
、
こ
の
二
、三
年
は
面
整
備
に
変
わ
り
、
順
次
行
な
っ
て

い
ま
す
。
た
だ
、
そ
の
中
で
も
ほ
と
ん
ど
の
方
が
消
雪
パ
イ

プ
を
望
ん
で
お
り
ま
す
の
で
、
人
口
密
集
地
や
除
雪
が
困
難

な
所
を
進
め
て
い
ま
す
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
村
松
地
区
に
つ
い
て
は
、
消
雪
パ
イ
プ

は
入
っ
て
い
る
が
、井
戸
の
水
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

消
雪
パ
イ
プ
が
あ
る
わ
け
な
の
で
、
水
量
不
足
を
解
消
す
る

た
め
に
努
力
し
て
も
ら
い
た
い
、
と
の
要
望
が
出
さ
れ
ま
し

た
。

　

こ
の
ほ
か
、
細
部
に
わ
た
り
詳
細
な
る
質
疑
応
答
が
な
さ

れ
ま
し
た
。

　

以
上
、
会
議
規
則
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
報
告
い
た

し
ま
す
。

が
買
え
る
の
か
、
と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

上
限
十
セ
ッ
ト
を
買
う
人
が
全
部
だ
と
す
る
と
、

二
千
三
百
八
十
世
帯
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ
、
今

回
は
、
子
育
て
世
帯
に
対
し
て
商
品
券
の
購
入
助
成
を
行
う

事
業
、
ま
た
生
活
支
援
と
し
て
商
品
券
の
共
通
券
分
を
お

配
り
す
る
と
い
う
事
業
も
含
め
ま
す
と
、
子
育
て
世
帯
が

四
千
六
百
世
帯
、
生
活
支
援
世
帯
が
四
千
世
帯
を
予
定
し
て

お
り
、
合
わ
せ
ま
す
と
一
万
九
百
八
十
世
帯
と
な
り
ま
す
、

と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
商
品
券
は
国
か
ら
の
交
付
金
事
業

で
あ
る
の
で
、五
泉
市
は
お
お
む
ね
一
万
八
千
世
帯
で
あ
り
、

一
世
帯
当
た
り
の
商
品
券
販
売
金
額
に
一
定
の
上
限
を
設
け

て
、幅
広
く
市
民
全
般
が
購
入
で
き
る
販
売
方
法
を
検
討
し
、

よ
り
多
く
の
市
民
が
買
え
る
商
品
券
と
し
て
販
売
す
べ
き
で

あ
る
、
と
の
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
平
成
二
十
七
年
度
五
泉
市
一
般
会
計
予
算
の
う

ち
企
業
誘
致
推
進
事
業
、
三
百
五
万
二
千
円
に
関
連
し
て
、

村
松
工
業
団
地
に
つ
い
て
は
今
、何
坪
く
ら
い
空
い
て
い
て
、

ど
れ
く
ら
い
で
売
買
し
て
い
る
の
か
、と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

現
在
分
譲
中
の
面
積
は
、
約
一
万
七
千
㎡
で
す
。
平
米
単

価
は
、
一
万
円
で
す
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
せ
っ
か
く
の
財
産
を
、
早
く
有
効
に
活
用
す
る
た

め
に
は
、
例
え
ば
宅
地
で
格
安
に
し
て
売
る
と
か
賃
貸
借
の

契
約
を
す
る
な
ど
、
市
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
、

と
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、

　

ず
っ
と
土
地
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
、
良
し
と
考
え
て
い

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
企
業
誘
致
が
目
的
で
あ
り
ま
す

の
で
、
そ
の
た
め
の
用
地
取
得
に
対
す
る
支
援
が
で
き
な
い

か
を
検
討
し
て
進
め
て
い
き
た
い
、
と
の
答
弁
で
あ
り
ま
し

た
。

　

ま
た
、
土
地
単
価
が
、
こ
の
立
地
で
適
正
な
の
か
ど
う
か

も
含
め
て
、
今
後
こ
の
分
譲
地
を
ど
の
く
ら
い
の
目
途
を
立
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【〇：賛成、×：反対、―：棄権、除：除斥※2，停：出席停止※3】議員別議案賛否一覧表

提
　
出
　
者

議

案

番

号

議
　
案
　
名

議

決

結

果

議　　　　員　　　　名　　（議席番号順）

１
安
中
　
　
聡

２
佐
藤
　
　
浩

３
長
谷
川
政
弘

４
伊
藤
　
昭
一

５
松
井
　
　
聡

６
塚
野
　
　
弘

７
佐
藤
　
　
渉

８
平
井
　
敏
弘

９
牛
膓
　
利
栄

10
熊
倉
　
政
一

11
広
野
　
　
甲

12
剣
持
　
雄
吾

13
鈴
木
　
良
民

14
町
田
　
俊
夫

15
阿
部
　
周
夫

16
相
田
　
　
豊

17
長
谷
川
真
介

18
鈴
木
　
光
規

19
猪
熊
　
　
豊

20
林
　
　
　
茂

市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長

議第１号
専決処分の報告承認について
〔平成26年度五泉市一般会計補正予算（第13号）〕

承認 停 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※
１

議第２号
専決処分の報告承認について
〔平成26年度五泉市一般会計補正予算（第14号）〕

承認 停 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第３号 川内辺地に係る総合整備計画の策定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第４号 戸倉辺地に係る総合整備計画の変更について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第５号 大蒲原辺地に係る総合整備計画の変更について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第６号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正す
る法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の制定
について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第７号
五泉市教育委員会教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念
義務の特例に関する条例の制定について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第８号
五泉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定
について

可決 × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ×

議第９号
五泉市職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例を廃止す
る条例の制定について

可決 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ×

議第10号
五泉市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
の制定について

可決 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第11号 五泉市福祉会館条例の一部を改正する条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第12号 五泉市保育園条例の一部を改正する条例の制定について 可決 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ×

議第13号
五泉市保育園保育料徴収条例の一部を改正する条例の制定
について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ×

議第14号
五泉市私立保育園保育料徴収条例を廃止する条例の制定に
ついて

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第15号
五泉市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を
定める条例の制定について

可決 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○

議第16号
五泉市子育て支援センター条例の一部を改正する条例の制
定について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第17号
五泉市放課後児童健全育成事業条例の一部
を改正する条例の制定について

修 正 案 可決 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○

修正部分を
除く原案

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第18号
五泉市障害者地域生活支援センター条例の一部を改正する
条例の制定について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第19号 五泉市簡易水道条例の一部を改正する条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第20号
五泉市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定に
ついて

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第21号 五泉市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 可決 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ×

議第22号
五泉市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業
の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例の一部を改
正する条例の制定について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第23号

五泉市介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービス
の事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防
サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る
基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第24号

五泉市介護保険法に基づく指定介護予防支援等の事業の人
員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のた
めの効果的な支援の方法に係る基準に関する条例の一部を
改正する条例の制定について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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五泉市議会だより　第31号

※1　法律に特別の定めがある場合を除く外、地方自治法第116条の規定により、議長は表決に加わっていません。
※2　地方自治法第117条の規定により、自己の一身上に関する事件及び自己、配偶者等が従事する業務に直接利害関係のある事件については議事に参与できない
　  ため、退席し表決に加わっていません。
※3　地方自治法第135条の規定に基づく出席停止の間に行われた採決であるため、表決に加わっていません。

提
　
出
　
者

議

案

番

号

議
　
案
　
名

議

決

結

果

議　　　　員　　　　名　　（議席番号順）

１
安
中
　
　
聡

２
佐
藤
　
　
浩

３
長
谷
川
政
弘

４
伊
藤
　
昭
一

５
松
井
　
　
聡

６
塚
野
　
　
弘

７
佐
藤
　
　
渉

８
平
井
　
敏
弘

９
牛
膓
　
利
栄

10
熊
倉
　
政
一

11
広
野
　
　
甲

12
剣
持
　
雄
吾

13
鈴
木
　
良
民

14
町
田
　
俊
夫

15
阿
部
　
周
夫

16
相
田
　
　
豊

17
長
谷
川
真
介

18
鈴
木
　
光
規

19
猪
熊
　
　
豊

20
林
　
　
　
茂

市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長

議第25号 五泉市農業振興条例の一部を改正する条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※
１

議第26号 五泉市道路占用料条例の一部を改正する条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第27号
五泉市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の
一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第28号 五泉市立幼稚園条例の一部を改正する条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第29号 五泉市体育施設条例の一部を改正する条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ×

議第30号
五泉市川東財産区林野管理条例の一部を改正する条例の制
定について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第31号 市道の認定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第32号 平成26年度五泉市一般会計補正予算（第15号） 可決 停 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ×

議第33号 平成26年度五泉市国民健康保険特別会計補正予算（第５号） 可決 停 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○

議第34号 平成26年度五泉市介護保険特別会計補正予算（第５号） 可決 停 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○

議第35号 平成26年度五泉市下水道事業特別会計補正予算（第４号） 可決 停 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ × × ― ○ ○

議第36号 平成26年度五泉市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 可決 停 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ― ○ ○

議第37号 平成26年度五泉市後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号） 可決 停 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ × × ― ○ ○

議第38号 平成26年度五泉市水道事業会計補正予算（第６号） 可決 停 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ × × ― ○ ○

議第39号 平成26年度五泉市一般会計補正予算（第16号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第40号 平成27年度五泉市一般会計予算 可決 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

議第41号 平成27年度五泉市国民健康保険特別会計予算 可決 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ×

議第42号 平成27年度五泉市介護保険特別会計予算 可決 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ×

議第43号 平成27年度五泉市下水道事業特別会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○

議第44号 平成27年度五泉市簡易水道事業特別会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○

議第45号 平成27年度五泉市川東財産区一般会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第46号 平成27年度五泉市後期高齢者医療特別会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○

議第47号 平成27年度五泉市水道事業会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○

議第48号 財産の無償譲渡について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 除 除 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ×

議第49号 財産の無償譲渡について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ×

議第50号 財産の無償譲渡について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 除 除 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ×

議第51号
五泉市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例の一
部を改正する条例の制定について

可決 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

請
願
者

請願第１ 農協改革をはじめとした「農業改革」に関する請願 採択 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議
　
員

発議第１号 安中聡議員に対する懲罰の件 可決 除 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

発議第２号
農協改革をはじめとした「農業改革」に関する意見書の提
出について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

定例会初日に安中聡議員から７人の議会運営委員に対する処分要求書が提出されましたが、懲罰特別委員会の審査を経て本会議で採決した
結果、７件とも否決されました。

【〇：賛成、×：反対、―：棄権、除：除斥※2，停：出席停止※3】
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一般質問（通告順）

　３月定例会では12人の議員が一般質問を行いました。通告順に従い、質問者一人につ
き２件まで、その要旨をお知らせします。

猪熊　　豊
◦安倍政権が進める介護保険制度の改悪問題。影響と市の対策は
◦保育園民営化問題。譲渡する建物の評価額と保育士さんの待遇は

長谷川政弘
◦国の農協改革・農業委員会及び法人改革が五泉市に及ぼす影響は
◦人口減少の中、市民生活機能の確保のため、他自治体と連携協力を

相田　　豊
◦児童数の減少に伴う今後の小中学校の統廃合について
◦不登校の児童数改善の施策はどのように実施されているのか

町田　俊夫
◦眠れる森林資材を活かすバイオマス産業の創出で地方創生を求める
◦新潟市近郊の有利性を活かし、ベットタウン型の人口増加策を

塚野　　弘
◦保育料の無料化などの若者に定住化に向けた大胆な施策の展開を
◦観光客誘致に繋がる合併記念のイベント事業の実施を

剣持　雄吾
◦市長の政治姿勢について・人口減少に対する施策及び組織機構について
◦都市整備行政について・地方道新潟・五泉・間瀬線の進捗について

伊藤　昭一
◦米の品質は近隣市町村に比べ大きな差異がある徹底した原因究明を
◦意欲のある農業者には、五泉市独自の農業用機械整備の支援を

阿部　周夫
◦五泉市産業会館は災害時避難場所を視野に入れて建設すべきである
◦五泉地区人口密集地域の消雪パイプ敷設を早急にするべきである

松井　　聡
◦2020年東京オリンピックと近年増加する外国人観光客への対応策は
◦五泉駅から市役所までのメイン道路の通行をスムーズに、対策を求む

佐藤　　渉
◦ニットきなせや事業の広報対策と各種団体への協力要請は
◦空き家等対策推進特例措置法が施行されたが、当局の対応はいかに

広野　　甲
◦インフラ老朽化対策について、総合管理部署の設置と予算の平準化
◦地方創生戦略について、五泉市の未来像と計画立案の取組み

鈴木　良民
◦防災無線に関する苦情、要望が多い。市民アンケート調査が必要
◦豪雨や大風での活用は、伝達方法に工夫が必要である



15

五泉市議会だより　第31号

総務文教常任委員会閉会中の
継続調査報告

　３月４日の本会議において、総務文教常任委員会委員長か

ら次のとおり閉会中の継続調査に関して報告がありました。

１、調査事項　村松支所庁舎の建設計画（設計等）について

２、調査期日　平成27年１月21日

３、調査方法　現地調査を行うとともに、当局の出席を求め、

　　調査事項の説明を受け質疑を行いました。

４、調査結果

　支所庁舎建設事業に関して、平成27年度での建設に向け

て設計業務の進捗状況と設計概要について説明を求めたとこ

ろ、支所庁舎のイメージ図、１・２階平面図、立面図等の

資料の提出を受け、１階は1039.7平方メートルで主に地域

振興課、２階は944平方メートルで主に上下水道局の事務ス

ペースとして計画しており、公民館とつながるエレベーター

棟については、２階から４階で公民館につながり、３・４階

には多目的トイレの設置も考えております、との説明があり

ました。

　これに対して、委員より質疑等を行い、予算審査において

慎重審査すべきとの意見が出されました。

　なお、調査経過における主なる質疑について申し上げます。

　越し屋根の部分についてはどのような設計の意図があるの

か、とただしたところ、採光と換気の機能と、城下町村松の

イメージを再現するための美観上のことも含めて越し屋根を

設けたいと考えています、との答弁でした。

　これに対して、採光や換気の機能が達成できるのか、本当

に必要なのか疑問であり、美観上のものだとしても、効率的

に建てて負担軽減することを要望したいとの意見が出されま

した。

　また、建設費をどの程度で見込んでいるのか、とただした

ところ、８億1,700万円を見込んでおり、エレベーター棟を

除いた新庁舎建設費は７億5,000万円ほどになります、との

答弁でした。

　これに対して、当初聞いた見込よりも１億5,000万円くら

い上がっているがその理由は何か、とただしたところ、資材

費・人件費がかなり上がっていることからこのような見積に

なりました、との答弁でした。

　さらに、坪換算すると坪単価125万円にもなるが、総合保

育園に比べて３割も上がる、設計業者とどのように打ち合わ

せたのか、とただしたところ、業者が決まった時に面積や金

額についても打合せしました、現在の単価が高いことは承知

していますので、実施設計において金額を低く抑えられるよ

うに設計業者と打ち合わせいたします、との答弁でした。

　このほか、細部にわたり詳細なる質疑応答が行われました。

　以上、総務文教常任委員会の閉会中の継続調査の報告をい

たします。

請 願 に つ い て

発 議 に つ い て

　― 次の請願を採択しました。―

　― 次の発議を可決しました。―

◆請願第１
農協改革をはじめとした「農業改革」に関す
る請願
【提 出 者】新潟県農協労働組合連合会
　　　　　　代表者　岡崎　　敦
【紹介議員】猪熊　　豊

◆発議第１号
安中聡議員に対する懲罰の件
【提出議員】町田俊夫 外６名
【内　　容】

　平成26年12月に発行された「安中聡 政
治活動報告書 №012」において、安中聡
議員が五泉市議会を誹謗中傷したとも受け
取れる記載があった。
　そこで安中聡議員から議会運営委員会へ
出席を願ってこの記載についての説明を求
めたが、安中聡議員は身勝手な主張に終始
し、記載が正当であると納得できる説明は
なかった。
　このため、政治活動報告書に不適切な記
載をしたことを謝罪するよう議会運営委員
会で決定をしたが、安中聡議員はこの謝罪
を拒否した。
　議会運営委員会は議会運営の根幹を担う
ものであり、その決定を軽視して市議会の
秩序を乱す行為は、当市議会の品位を軽ん
じるものである。こうした議員としてある
まじき行為には、毅然とした態度で臨まざ
るを得ない。
　従って、ここに安中聡議員に対して出席
停止７日間の懲罰を科すことを求めるもの
である。

◆発議第２号
農協改革をはじめとした「農業改革」に関す
る意見書の提出について
【提出議員】広野　甲 外５名
【内　　容】

　次の内容の意見書を提出するものです。
　「農政改革にあたっては食料自給率の向
上を目指すものとすること。農地法改定や
農業委員会の公選制などの廃止を止めるこ
と。農協自身の改革を尊重し、法的措置に
よる強制は止めること。」

【送 付 先】内閣総理大臣、農林水産大臣
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